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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性領域（３）が内部に配置された、誘電体の基体（９）と、
　前記基体（９）に配置された外側接触部（１）と、
　前記外側接触部（１）に対して前記基体（９）の反対側に配置されたさらなる外側接触
部（１’）と、
　前記外側接触部（１）を前記活性領域（３）に接続させる供給領域（２）と、
　前記さらなる外側接触部（１’）を前記活性領域（３）に接続させるさらなる供給領域
（２’）と、
　前記供給領域（２）に隣接して前記基体（９）内に配置され、前記外側接触部（１）に
電気的に導電接続されるが、前記活性領域（３）に電気的に導電接続されず、前記供給領
域（２）を電気的に遮蔽する第１電極（４又は５）と、
　前記さらなる供給領域（２’）に隣接して前記基体（９）内に配置され、前記さらなる
外側接触部（１’）に電気的に導電接続されるが、前記活性領域（３）に電気的に導電接
続されず、前記さらなる供給領域（２’）を電気的に遮蔽する第２電極（４’又は５’）
と、
　前記外側接触部（１）と前記さらなる外側接触部（１’）との間で、前記基体（９）に
配置される中央外側接触部（１’’）と、
　前記中央外側接触部（１’’）を前記活性領域（３）に接続させる中央供給領域（２’
’）と、
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　前記中央供給領域（２’’）に隣接して前記基体（９）内に配置され、前記中央外側接
触部（１’’）に電気的に導電接続されるが、前記活性領域（３）に電気的に導電接続さ
れず、前記中央供給領域（２’’）を電気的に遮蔽する中央電極（７’’又は８’’）と
、
　前記供給領域（２）に隣接して前記基体（９）内に配置され、前記外側接触部（１）と
電気的に導電接続されるが、前記活性領域（３）に電気的に導電接続されない複数の第３
電極（６又は６’’）と、を有し、
　前記複数の第３電極（６又は６’’）は、互いに距離を隔てた平行なプレートであり、
　前記第１電極（４又は５）及び前記複数の第３電極（６又は６’’）は、前記供給領域
（２）の前記外側接触部（１）及び前記活性領域（３）のいずれにも隣接しない側面に配
置され、前記供給領域（２）を遮蔽する、
　電子セラミック部品。
【請求項２】
　前記中央外側接触部（１’’）に対して前記基体（９）の反対側に配置されるさらなる
中央外側接触部（１’’’）と、
　前記さらなる中央外側接触部（１’’’）を前記活性領域（３）に接続させるさらなる
中央供給領域（２’’’）と、
　前記さらなる中央供給領域（２’’’）に隣接して前記基体（９）内に配置され、前記
さらなる中央外側接触部（１’’’）に電気的に導電接続されるが、前記活性領域（３）
及び前記中央電極（７’’又は８’’）のいずれにも電気的に導電接続されないさらなる
中央電極（７’’’又は８’’’）と、をさらに有する、
　請求項１に記載の電子セラミック部品。
【請求項３】
　前記さらなる供給領域（２’）に隣接して前記基体（９）内に配置され、前記さらなる
外側接触部（１’）に電気的に導電接続されるが、前記活性領域（３）に電気的に導電接
続されない複数の第４電極（６’）をさらに備え、
　前記複数の第４電極（６’）は、互いに距離を隔てた平行なプレートであり、
　前記第２電極（４’又は５’）及び前記複数の第４電極（６’）は、前記さらなる供給
領域（２’）の前記さらなる外側接触部（１’）及び前記活性領域（３）のいずれにも隣
接しない側面に配置され、前記さらなる供給領域（２’）を遮蔽する、
　請求項１又は２に記載の電子セラミック部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子セラミック部品に関し、特に、外部電気端子と静電遮蔽体とを備えた、
表面実装型の多層部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、誘電体層と電極層とを交互に重ねて配置した積層体を有する基体で構成
される多層電気部品について説明している。電気的に接触していない金属遮蔽構造は、誘
電体で囲まれており、例えば、浮遊容量によって生じることがある外部電磁場の影響から
多層部品の領域を保護する機能を有する。
【０００３】
　電子セラミック部品が製造中や使用中に有害な影響に曝されないようにすることは、し
ばしば、不可能である。有害な影響を与える物として、特に、はんだ付け中に融剤として
使用される塩素化合物を一例とする腐食性化学物質が言及される。そのような化学物質の
影響は、セラミック部品の動作中に印加される電圧がその部品の電気的活性領域への拡散
を生じさせ、セラミック部品の電気的特性が悪化するというものである、と考えられてい
る。これを防止するため、セラミック部品の表面は、通常、不動態化層で保護されている
。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００７０２０７８３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、電気的特性の望ましくない変化が防止された、若しくは、少なくとも
大幅に減少された電子セラミック部品を提供することにある。
【０００６】
　本発明の目的は、請求項１の特徴を有する電子セラミック部品によって達成される。改
良発明が従属請求項中に記載されている場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、セラミック部品の電気的特性の望ましくない変化は、外側接触部から活性領
域へ電荷担体が拡散することにより生じることがあるという発見に基づいている。これを
効果的に防止するため、外側接触部と常に同じ電位となるような追加の電極が設けられ、
外側接触対から内部の活性領域へのびる電気的な接続を静電遮蔽する。
【０００８】
　電子セラミック部品は、活性領域が内部に配置された、誘電体からなる基体を有する。
少なくとも１つの外側接触部が基体に配置されている。供給領域が、外側接触部を活性領
域に接続させる。電極が、供給領域に隣接して基体内に配置され、外側接触部に電気的に
導電接続されるが、活性領域に電気的に導電接続されない。
【０００９】
　ある実施形態では、電極は、プレートとして形成され、供給領域から距離を隔てて配置
される。
【００１０】
　他の実施形態では、電極に対して供給領域の反対側に、さらなる電極が供給領域に隣接
して基体内に配置され、さらなる電極は、外側接触部に電気的に導電接続されるが、同様
に、活性領域には電気的に導電接続されない。
【００１１】
　他の実施形態では、さらなる複数の電極が供給領域に隣接して基体内に配置され、さら
なる複数の電極は、外側接触部と電気的に導電接続されるが、活性領域に電気的に導電接
続されない。電極及びさらなる電極は、プレートとして形成され、互いに距離を隔てて平
行平面上に配置され、これは、以下及び特許請求の範囲において「コプラナー」と称され
、供給領域の外部接触部及び活性領域に隣接しないところを囲む。
【００１２】
　他の実施形態では、外側接触部に対して基体の反対側に、さらなる外側接触部が基体に
配置され、さらなる供給領域が、さらなる外側接触部を活性領域に接続するように構成さ
れている。さらなる電極が、さらなる供給領域に隣接して基体内に配置され、さらなる電
極は、さらなる外側接触部に電気的に導電接続されるが、活性領域には電気的に導電接続
されない。
【００１３】
　他の実施形態では、複数のさらなる電極が、さらなる供給領域に隣接して基体内に配置
され、複数のさらなる電極は、さらなる外側接触部に電気的に導電接続されるが、活性領
域に電気的に導電接続されない。
【００１４】
　他の実施形態では、電極は、供給領域に隣接して配置され、かつ、さらなる供給領域は
、活性領域に対して対称配置を構成する。
【００１５】
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　他の実施形態では、中央外側接触部が、外側接触部とさらなる外側接触部との間で基体
に配置される。特に、基体の終端に配置されも良い前述の外側接触部と区別するために、
「中央外側接触部」という語がここ及び特許請求の範囲では用いられる。しかしながら、
中央外側接触部は、セラミック部品の幾何学的中心に配置される必要はない。この意味で
用いられる中央供給領域が、中央外側接触部を活性領域に接続させるように構成される。
同様に、この意味で用いられる中央電極が、中央供給領域に隣接して基体内に配置され、
中央電極は、中央外側接触部に電気的に導電接続されるが、活性領域に電気的に導電接続
されない。
【００１６】
　他の実施形態では、中央電極は、プレートとして形成され、中央供給領域から距離を隔
てて配置される。
【００１７】
　他の実施形態では、中央電極に対して中央供給領域の反対側に、さらなる中央電極が、
中央供給領域に隣接して基体内に配置され、さらなる中央電極は、中央外側接触部に電気
的に導電接続されるが、活性領域に電気的に導電接続されない。
【００１８】
　多層圧電素子部品の例のより詳細な説明は、添付の図面を参照しながら以下行われる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、セラミック部品の実施形態に係る断面を表す。
【図２】図２は、図１に印された断面を表す。
【図３】図３は、他の実施形態に係る断面を表す。
【図４】図４は、図３に印された断面を表す。
【図５】図５は、他の実施形態に係る断面を表す。
【図６】図６は、図５に印された断面を表す。
【図７】図７は、他の実施形態に係る断面を表す。
【図８】図８は、図７に印された断面を表す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１、３、５、及び７において、左側に示された外側接触部、供給領域、及び電極とい
う部品は、参照としてダッシュなしの番号をそれぞれ有し、一方で、右側に示された対応
する部品は、参照としてダッシュ（アポストロフィー）付きの同じ番号をそれぞれ有する
。図２及び４において左側に示され、図１及び３が描かれている平面の後方に位置する外
側接触部、供給領域、及び電極という部品は、参照として２つのダッシュ付きの番号がそ
れぞれ与えられている。中央外側接触部、中央供給領域、及び中央電極という部品は、１
’’’、２’’’、７’’’、８’’’で示され、図３及び図４の実施形態に現れており
、図３が描かれている平面内に位置する。図２、４、６、及び８には、図１、３、５、及
び７で示された断面の位置が、それぞれ印されている。供給領域２及び２’並びに活性領
域３は、配置を説明するため、図１、３、５、及び７に示されているが、それらは、図の
平面の後方に位置し、基体９の素材で覆われている。
【００２１】
　図１は、セラミック部品の実施形態に係る断面を示す。基体９は、主にセラミック素材
からなる。基体９には、セラミック部品が有するように意図された機能を本質的に決定し
、対応する方法で構成され、特に、内部電極を有しても良い、電気的活性領域３が存在す
る。活性領域３は、例えば、金属と誘電セラミック素材とで交互に成る積層体であっても
良い。活性領域３で使用され得る他の素材は、例えば、温度が上昇すると電気抵抗が増加
するＰＴＣ素材、温度が上昇すると電気抵抗が減少するＮＴＣ素材、電気抵抗が電圧に依
存したバリスタ　セラミック、フェライト、半導体素材、ポリマー等である。内部電極は
、例えば、重なり合って、又は、互いに噛み合った櫛形状を形成して配置されても良い。
そのような素材や配置は、それ自体が多層部品から公知である。
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【００２２】
　基体９は、原則として、いかなる所望の形状、例えば、直方体や、特に、細長い形状で
あっても良い。細長い形状の基体９の場合、活性領域３は、基体９の長手方向に伸びてい
るのが望ましく、図１の例では水平方向に伸びている。本実施形態では、長手方向におい
て互いに反対に位置する基体９の端面には、図１に示されたような、基体９の端面の１つ
に各々配置され、また特に、基体９の端を覆う互いに分断された外側接触部１と１’が存
在する。外側接触部１、１’と活性領域３との間には、活性領域３の電気端子又は内部電
極と、関連した外側接触部１、１’と、の間をのびる電気的な導電接続が内部にある供給
領域２、２’がそれぞれ存在する。この電気的な導電接続は、例えば、導体ストリップの
ような、単なる導電体によって形成されても良い。導体ストリップは、例えば、給電抵抗
を減少させるために、金属層で構成されても良いし、又は複数の導体からなる構造を備え
てもよい。図における供給領域２、２’と活性領域３とのハッチングは、これらの領域が
、部品の意図された機能に対応した内部構造を有することを示す。供給領域２、２’と活
性領域３とは、概略的にしか表されておらず、図に示された寸法や境界を採用する必要は
ない。
【００２３】
　供給領域２、２’は、電極４、４’、５、５’、６、６’で遮蔽されている。電極４、
４’、５、５’、６、６’は、それぞれ関連した供給領域２、２’に隣接し、関連した外
側接触部１、１’と電気的に導電接続している。このことは、図１に印された図２の断面
から明らかである。
【００２４】
　図２は、図１に印された断面を表す。外側接触部１は、基体９の端面に位置し、提示し
た例のように、図２に示した断面の領域において外側接触部１が基体９を取り囲むように
、この端面を縁取る基体９の端を全ての側面を覆っても良い。供給領域２は、長手方向に
関して横方向の、基体９の端面に隣接する外側から距離を置いた、基体９の内部に位置す
る。これら外側面と供給領域２との間には、供給領域２を遮蔽し、外側接触部１と電気的
に導電接触される電極４、５、６、６’’が配置されている。提示される例では、電極４
、５、６、６’’は、基体９の端面で外側接触部１と電気的に導電接続される。これの代
わりに又はこれに加え、電極４、５、６、６’’と、図２の断面で見られる外側接触部１
の側部との間で電気的な導電接続をもたらすことができる。
【００２５】
　電極４、５、６、６’’は、図２に示すように供給領域２から距離を隔てて配置される
。本実施形態では、電極４、５、６、６’’は、プレートとして形成され、互いに距離を
隔ててコプラナーに配置され、それらは、少なくとも長手方向に対する横方向における供
給領域２、つまり、供給領域２の外側接触部１及び活性領域３に隣接していないところを
囲む。図１に示すように、電極４、５、６、６’’は、基体９の内部まで延びて、それら
が活性領域の一部を遮蔽しても良い。
【００２６】
　図２における下側の電極４と、図２における上側の電極５と、は、これら電極４、５の
面状の広がりによって供給領域２が遮蔽されるような方法で配置されている。横方向に配
置された電極６、６’’は、それらがファラデーケージとして動作し、それ故、意図した
目的のための十分な遮蔽をもたらすように、基体９の層構造に一致して、上側及び下側に
存在する電極４、５と共に、互いに十分に短い距離を隔てて、コプラナーに配置される。
【００２７】
　図３は、外側接触部１’’（図４で示される）及び１’’’をさらに有する他の実施形
態に係る断面を示す。さらなる外側接触部１’’、１’’’は、既に説明された外側接触
部１、１’から分離され、基体９の長手方向に関して基体９の互いに対面する端面の間の
中央領域に配置され、それらは、基体９の端面に配置された外側接触部１、１’と区別す
るため、以下、中央外側接触部１’’、１’’’と称される。
【００２８】
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　図４は、図３に印された断面を表す。中央外側接触部１’’、１’’’と、活性領域３
と、の間に、関連した中央外側接触部１’’、１’’’に活性領域３を接続させる供給領
域２’’、２’’’がそれぞれさらに存在することがそこでは示されている。静電遮蔽を
もたらすさらなる電極７’’、８’’、７’’’、８’’’が、これら中央供給領域２’
’、２’’’の隣に配置され、関連した中央外側接触部１’’、１’’’へ電気的に導電
接続されている。この例では、これら中央電極７’’、８’’、７’’’、８’’’は、
活性領域３と中央供給領域２’’、２’’’によって占められている基体９の層位置の上
側と下側とにそれぞれ配置されたプレートである。静電遮蔽をもたらす中央電極７’’、
８’’、７’’’、８’’’は、基体９の内部に、中央供給領域２’’、２’’’から距
離を隔てて配置されても良い。
【００２９】
　図５は、遮蔽電極４、４’、５、、５’の配置が、図１に示した実施形態と比較して単
純化されている他の実施形態に係る断面を表す。図５に示すその実施形態において、横方
向に配置される電極６、６’’が省略されている。
【００３０】
　図６は、図５に印された断面を表す。図６に示すように、この実施形態において、図６
の下側の電極４と図６の上側の電極５とによって、２つの互いに反対方向における供給領
域２が遮蔽される。
【００３１】
　図７は、遮蔽電極４’、５の配置が、図５に示した実施形態と比較してさらに単純化さ
れている他の実施形態に係る断面を表す。図７の実施形態では、上側遮蔽電極５のみが基
体９の一端に存在し、下側電極４’のみが基体９の逆側の端に存在する。横方向に配置さ
れた電極６、６’’は、ここでは同様に省略されている。
【００３２】
　図８は、図７に印された断面を表す。本実施形態において、図７において左側に示され
た供給領域２は、図８における上側電極５のみによって遮蔽されることがそこでは示され
ている。図７において右側に示された供給領域２’は、同様に、図７に示された下側電極
４’のみによって遮蔽される。
【００３３】
　提示した全ての実施形態において、活性領域３及び活性領域３へとのびる供給領域２、
２’、２’’、２’’’に関する遮蔽電極４、４’、５、５’、６、６’、６’’、７’
’、７’’’、８’’、８’’’の対称配置が存在する。この対称は、図１から６の実施
形態における鏡面対称、図７及び８の実施形態における１８０度回転に関する軸対称であ
る。対称軸は、図７が描かれている平面に対して垂線であり、セラミック部品の中心を通
ってのびる。
【符号の説明】
【００３４】
１　　　　外側接触部
１’　　　外側接触部
１’’　　中央外側接触部
１’’’　中央外側接触部
２　　　　　供給領域
２’　　　　供給領域
２’’　　　中央供給領域
２’’’　　中央供給領域
３　　　　　活性領域
４　　　　　電極
４’　　　　電極
５　　　　　電極
５’　　　　電極
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６　　　　　電極
６’　　　　電極
６’’　　　電極
７’’　　　中央電極
７’’’　　中央電極
８’’　　　中央電極
８’’’　　中央電極
９　　　　　基体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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